
～「障害者虐待防止法」が施行されました～
し よ う が い し や ぎ や く た い ぼ う し ほ う し こ う

法律の目的
ほうりつ もくてき

「障 害 者の虐 待防止、障 害 者の養護者に対する支援等に関する 法律」が、
しようがいしや ぎやくたいぼうし しようがいしや ようごしや たい しえんとう かん ほうりつ

に施行されました。平成24年10月1日
へいせい ねん がつ にち しこう

この法 律は、 障 がいのある方の尊 厳を守り、自立や社会参加の 妨 げとならない
ほうりつ しよう かた そんげん まも じりつ しやかいさんか さまた

よう、虐 待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取 組や、 障 がいのある
ぎやくたい きんし よぼう そうきはつけん とりくみ しよう

方を養護する人に対する支援措置を講じることなどが定められています。
かた ようご ひと たい しえん そ ち こう さだ

虐 待の相談や通報等
ぎやくたい そうだん つうほうとう

障 がいのある方への虐 待は、いかなる場合でも、あってはならないことです。
しよう かた ぎやくたい ばあい

の虐 待についての困りごとなどは、最寄りの市役所、町村役場の窓 口で受 付ております
ぎやくたい こま も よ しやくしよちようそんやくば まどぐち うけつけ

でご相 談ください。
そうだん

次のような虐 待を発 見したり、虐 待を受けた場合 それぞれの関 係機関なお、 には、
つぎ ぎやくたい はつけん ぎやくたい う ばあい かんけいきかん

を 行 ってください。に通 報・届 出
つうほう とどけで おこな

◆養護者による虐 待
ようごしや ぎやくたい

身の回りの世話などを 行 っている家族や親 族、同 居 人などからの虐 待
み まわ せ わ おこな かぞく しんぞく どうきよにん ぎやくたい

≪市町村が対応≫⇒最寄りの市町村に通報・届出
も よ しちようそん つうほう とどけで しちようそん たいおう

◆障害者福祉施設従事者等による虐 待
しようがいしやふ く し し せ つじゆうじしやとう ぎやくたい

障 害者福祉施設や 障 害福祉サービス事 業 所、相 談支援事 業 所の
しようがいしやふく し し せつ しようがいふく し じぎようしよ そうだん し えんじぎようしよ

最寄りの市町村に通報・届出従 事 者からの虐 待 ⇒
じゆうじしや ぎやくたい も よ しちようそん つうほう とどけで

≪市町村又は道の総合振興 局 ・振興 局 が対応≫
しちようそんまた どう そうごうしんこうきよく しんこうきよく たいおう

◆使用者による虐 待
しようしや ぎやくたい

障 がいのある方を雇用する事 業 主 工 場 長 労務管理者などからの虐 待、 、
しよう かた こよう じぎようぬし こうじようちよう ろうむかんりしや ぎやくたい

⇒最寄りの市町村又は道の 障 がい者権利擁護センターに通報・届出
も よ しちようそんまた どう しよう しやけんりようご つうほう とどけで

≪北海道労 働 局が対応≫
ほつかいどうろうどうきよく たいおう



虐 待の種類
ぎやくたい しゆるい

。障 がい者に対する 虐 待は、次の５種類に分類されます
しよう しや たい ぎやくたい つぎ しゆるい ぶんるい

身 体に外 傷が 生 じたり、 生 じるおそれのある暴 行を加えること、身体的虐 待
しんたいてきぎやくたい しんたい がいしよう しよう しよう ぼうこう くわ

又は正 当な理由なく身 体を拘 束すること
また せいとう りゆう しんたい こうそく

性 的 暴 力 を 行 ったり、性 的 行為をさせること性的虐待
せいてきぎやくたい せいてきぼうりよく おこな せいてきこうい

著 しい暴 言、 著 しく拒 絶 的な対 応、不当な差別言 動、心理的虐待
しん り てきぎやくたい いちじる ぼうげん いちじる きよぜつてき たいおう ふとう さべつげんどう

その他 著 しい心理的外 傷を与える言 動を 行 うこと
たいちじる しんりてきがいしよう あた げんどう おこな

衰 弱させるような 著 しい減 食、長 時 間の放置、同 居 人・施設放棄・放任
ほ う き ほうにん すいじやく いちじる げんしよく ちようじかん ほうち どうきよにん しせつ

等利用者・他の労 働 者による上 記①から③の行為を放置すること
とうりようしや た ろうどうしや じようき こうい ほうち

本 人の同意なしに財 産や年 金、賃 金を使うこと、また、本 人に経済的虐 待
けいざいてきぎやくたい ほんにん どうい ざいさん ねんきん ちんぎん つか ほんにん

理由なく金 銭を与えないこと
りゆう きんせん あた

障害者支援施設等の設置者や使用者の責務
しようがいしやし え ん し せ つとう せつ ちしや しよ うしや せ き む

障 害 者支援施設等の設置者や 障 がいのある方を雇用する事 業 主は、 障 がい者
しようがいしやしえんしせつとう せつちしや しよう かた こよう じぎようぬし しよう しや

虐 待を防止するため、次の措置を講じることが必 要です。
ぎやくたい ぼうし つぎ そ ち こう ひつよう

１ 障 害 者支援施設等従 事 者や労 働 者に対する研 修 の実施
しようがいしやしえんしせつとうじゆうじしや ろうどうしや たい けんしゆう じつし

２ 障 がいのある方や家族からの苦 情 処理体制の整備
しよう かた かぞく く じようしよ り たいせい せいび

北海道障がい者権利擁護センターの設置
ほつかいどうしよう しやけ ん り よ う ご せ つ ち

道では、本 庁内に北 海 道 障 がい者権利擁護センターを設置し、使用者によ
どう ほんちようない ほつかいどうしよう しやけんりようご せつち し ようしや

、る虐 待の通 報や届 出の受理のほか、市 町 村が 行 う虐 待防止対策への支援
ぎやくたい つうほう とどけで じゆり しちようそん おこな ぎやくたいぼうしたいさく しえん

予約制による医師や弁護士による定期の専 門相 談などを 行 っています。
よやくせい い し べんごし ていき せんもんそうだん おこな

センター の連 絡 先は次のとおりです。
れんらくさき つぎ

電話 ０１１－231－8617
で ん わ

受付は、平日の8:45から17:30までですが、休日・夜間は留守番電話※
うけつけ へいじつ きゆうじつ やかん る す ば んでん わ

での対応となります。
たいおう

北 海 道保健 福祉部福祉 局 障 がい者保健 福祉課
ほつかいどうほけんふくし ぶふくしきよくしよう しやほけんふくし か

札幌市 中 央区北３ 条 西６ 丁 目〒０６０－８５８８
さ つぽろしちゆうおうくきた じようにし ちようめ

TEL （内 線25－723、25-727）０１１－２３１－４１１１
ないせん


